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平成２１年第四回定例会提出予定案件（概要）

都議会民主党政策調査会

区 分 件 数 件 名

予算案
件

１ ① 平成２１年度東京都一般会計補正予算（第３号）

国の補正予算に基づき、拡充・創設される基金の積立等を行う。

○ 基金の拡充 （４基金） ３８８億円

・ 障害者自立支援対策臨時特例基金 など

（障害者自立支援法の円滑な運用や福祉・介護人材の確保）

○ 基金の創設 （９基金） ９１１億円

・ 介護職員処遇改善等臨時特例基金 など

（介護職員の処遇改善や介護保険制度の円滑な運営）

○ 上記基金を財源とした事業 １７５億円

区 分 今回補正
既定予算

（専決処分後）
計

一般会計 １， ４７４億円 ６兆７，８３３億円 ６兆９，３０７億円
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区 分 件 数 概 要

条例案
件

２８ １新設の条例 ……………………………………………………………（１０）

土壌汚染対策法の一部を改正する法律

（平成２１年法律第２３号）

（１）使用料・手数料等に関するもの…………………………………（１）

①土壌汚染対策法関係手数料条例（環境局）
「土壌汚染対策法」の一部改正に伴い、汚染土壌処理業に関する許可制度が新設されたた

め、審査事務手数料徴収を目的として条例を制定する。

○ 手数料（抜粋）

・汚染土壌処理業許可申請手数料 ２４０，０００円

施行日：平成２２年４月１日 （業の許可申請のみ公布の日）

（２）基金に関するもの………………………………………………（９）

①東京都高等学校等生徒修学支援基金条例（生活文化スポーツ局）
国の補正予算に基づき、経済的理由により修学困難な高等学校等生徒の教育機会の確保

を図るため、基金を設置する。

施行日：公布の日

②東京都社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例（福祉保健局）
国の補正予算に基づき、社会福祉施設等の耐震化等を図るため、基金を設置する。

施行日：公布の日

③東京都医療施設耐震化臨時特例基金条例（福祉保健局）
国の補正予算に基づき、医療施設の耐震化を図るため、基金を設置する。

施行日：公布の日

④東京都地域医療再生基金条例（福祉保健局）
国の補正予算に基づき、地域医療の課題解決を図るため、基金を設置する。

施行日：公布の日
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区 分 件 数 件 名

⑤東京都地域自殺対策緊急強化基金条例（福祉保健局）
国の補正予算に基づき、自殺対策の緊急強化を図るため、基金を設置する。

施行日：公布の日

⑥東京都介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例（福祉保健局）
国の補正予算に基づき、介護基盤整備の促進等を図るため、基金を設置する。

施行日：公布の日

⑦東京都介護職員処遇改善等臨時特例基金条例（福祉保健局）
国の補正予算に基づき、介護職員の処遇改善等を図るため、基金を設置する。

施行日：公布の日

⑧東京都森林整備加速化・林業再生基金条例（産業労働局）
国の補正予算に基づき、森林整備の加速化と林業・木材産業等の地域産業の再生を図る

ため、基金を設置する。

施行日：公布の日

⑨東京都地域グリーンニューディール基金条例（環境局）
国の補正予算に基づき、地域における地球温暖化対策等推進を図るため、基金を設置す

る。

施行日：公布の日
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区 分 件 数 件 名

２一部を改正する条例 …………………………………………………（１８）

（１）使用料・手数料等に関するもの………………………（１）

①東京都公害紛争処理条例の一部を改正する条例（環境局）
迅速な紛争解決を図るため、調停打切り後一定期間内に仲裁の申請がされた場合につい

て、申請手数料の減額規定を設ける。

施行日：公布の日

（２）水道事業に関するもの………………………………（２）

①東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

（水道局）

②東京都給水条例の一部を改正する条例（水道局）
東京都水道事業に奥多摩町水道事業を統合するため、規定を整備する。

施行日：平成２２年４月１日

（３）組織・施設等に関するもの……………………………（１）

①東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例（東京消防庁）
千住消防署を移転するため、千住消防署の位置の規定を改める。

施行日：平成２２年２月２６日
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区 分 件 数 件 名

雇用保険法等の一部を改正する法律

（平成１９年法律第３０号）

（４）基金に関するもの………………………………………（２）

①東京都安心こども基金条例の一部を改正する条例（福祉保健局）
国の補正予算に基づき、地域における子育ての支援など、子どもを安心して育てることが

できる体制の一層の整備を図るため、基金の設置目的改正及び期間延長を行う。

○ 主な改正内容

・ 条例の有効期限 平成２２年度 → 平成２６年度

施行日：公布の日

②東京都障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例

（福祉保健局）
国の補正予算に基づき、福祉・介護人材の一層の処遇改善を図るため、基金の設置目的を

改正する。

施行日：公布の日

（５）法令改正等に伴い規定を整備するもの…………………（１）

①東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条

例（総務局）
「船員保険法」の一部改正に伴い、災害補償について、非常勤の船員が法律適用対象から

除外されることとなったため、規定を整備し、条例により補償を行う。

施行日：平成２２年１月１日
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区 分 件 数 件 名

（６）職員に関するもの…………………………………………（１１）

①東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例

（総務局）

②職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

（総務局）

③職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（総務局）

④職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（総務局）

⑤職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例（総務局）

⑥東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一

部を改正する条例（総務局）

⑦東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の

一部を改正する条例（総務局）

⑧学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

（教育庁）

⑨学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（教育庁）

⑩都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条

例（教育庁）

⑪東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正

する条例（下水道局）

人事委員会勧告等を踏まえ、給与改定等を行う。

○ 主な改正内容

１） 給与改定

・ 公民較差の是正（例月給△０．３５％）

・ 特別給の引下げ（期末手当△０．３５月）

２） 正規の勤務時間の改正

・ １日当たり８時間 → ７時間４５分

３） 旅費制度の見直し

・ 内国旅行（近接地外）における日当廃止

・ 外国旅行における支度料廃止

施行日：公布の日 ほか
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区 分 件 数 概 要

契約案
件

７

①都立小金井地区科学技術高等学校（仮称）（２１）改築工事請負契約

（教育庁）
１）契約金額 ２３億３１００万円 工期 平成23年7月8日

２）契約相手 フジタ・中山・トヨダ建設共同企業体

３）工事場所 小金井市本町六丁目地内

４）工事概要 校舎棟 鉄筋コンクリート造 ５階建て 延べ床面積 15,545.57㎡

②都立江戸川特別支援学校（２１）校舎改修工事請負契約（教育庁）
１）契約金額 １１億２６６５万円 工期 平成23年11月30日

２）契約相手 松尾・湯建建設共同企業体

３）工事場所 江戸川区本一色二丁目地内

４）工事概要 校舎 鉄筋コンクリート造 ３階建て 延べ床面積11,516.34㎡
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区 分 件 数 件 名

③東京都健康安全研究センター新館Ｂ棟（２１）新築その他改修電気設備

工事請負契約（福祉保健局）
１）契約金額 ２３億３２３０万７７７５円 工期 平成25年1月11日

２）契約相手 栗原・成瀬・三信建設共同企業体

３）工事場所 新宿区百人町三丁目地内

４）工事概要 電源コンセント設備工事、動力設備工事、受変電設備工事

④東京都健康安全研究センター新館Ｂ棟（２１）新築その他改修空調設備

工事請負契約（福祉保健局）
１）契約金額 ３６億２２５０万円 工期 平成25年1月11日

２）契約相手 三機･精研･エルゴ建設共同企業体

３）工事場所 新宿区百人町三丁目地内

４）工事概要 空調設備工事、換気設備工事、排煙設備工事、自動制御設備工事

⑤東京都健康安全研究センター新館Ｂ棟（２１）新築その他改修給水衛生

設備工事請負契約（福祉保健局）

１）契約金額 １４億４９００万円 工期 平成25年1月11日

２）契約相手 ダイダン・経塚・依田建設共同企業体

３）工事場所 新宿区百人町三丁目地内

４）工事概要 衛生器具設備工事、給排水設備工事、排水処理設備工事
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区 分 件 数 件 名

⑥古川地下調節池工事（その１）（建設局）
１）契約金額 １１６億５５００万円 工期 平成25年12月9日

２）契約相手 飛島･東鉄工業･ノバック建設共同企業体

３）工事場所 港区三田一丁目地内から渋谷区恵比寿一丁目地内

４）工事概要 発進立坑 １基 シールドトンネル ３，３００ｍ

⑦中央環状品川線大井ジャンクション鋼けた製作・架設工事（その１）

（建設局）
１）契約金額 １１億１４０５万円 工期 平成23年3月10日

２）契約相手 駒井鉄工株式会社

３）工事場所 品川区八潮一丁目地内から同区八潮三丁目地内

４）工事概要 鋼３径間連続鋼床版箱桁橋 橋長 230m 幅員 9.2～10.37m
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区 分 件 数 概 要

事件案

件

９

東京都収入証紙条例を廃止する条例

（平成２０年条例第８３号）

①消防事務の受託について（総務局）
消防の広域化を図るため、東久留米市の消防事務を受託する。

・ 施行期日 平成２２年４月１日

②当せん金付証票の発売について（財務局）
発売目的 公園整備等の費用の財源に充当するため

発売限度額 １，９５５億円

発売者 東京都

発売時期 平成２２年度

③東京都収入証紙条例を廃止する条例の施行に伴う旅券の申請受理及び

交付等に係る事務委託の変更及び規約の一部の変更について

（生活文化スポーツ局）
「東京都収入証紙条例を廃止する条例」の施行に伴い、東京都収入証紙が廃止されるた

め、旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託を変更し、規約の一部を変更する。

・ 大島町外８町村との委託事務に関する規約から、「東京都収入証紙条例」を削除する

・ 施行期日 平成２２年４月１日
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区 分 件 数 件 名

④備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の売払いについて（福祉保健局）
都が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬について、新型インフルエンザ流行により

当該医薬品の供給が不安定になった場合に、速やかに医療機関等に供給するため、売り払

う。

１） 種類数量

①オセルタミビルリン酸塩カプセル（タミフル） 上限数量 ３，００８万カプセル

②ザナミビル水和物吸入剤（リレンザ） 上限数量 ６，０００万ブリスター

２） 予定価格

医薬品払出し時点の薬価から、事務諸経費を差し引いた額

① １カプセル当たり２８４．５２円 ８５億５８３６万１６００円（全て売払った場合）

② １ブリスター当たり１５５．２８円 ９３億１６７９万９９９７円（全て売払った場合）

⑤地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターが徴収する料金の上

限の認可について（産業労働局）

２４時間利用可能な製品開発支援ラボを設置するため、当該施設の賃借料の上限を定め

る。

○ 改正内容

・ 料金の上限設定 ：

多摩テクノプラザ２４時間対応型製品開発支援ラボ賃借料（１㎡、１月） ２，２８０円

⑥京浜港連携協議会の設置について（港湾局）
京浜港（東京港・川崎港・横浜港）に関する広域にわたる総合的な計画を共同して作成し、

事務の管理・執行について連絡調整を図る京浜港連携協議会を設置するため、議案を提出

する。

構 成 東京都、川崎市及び横浜市

担当事務 ・京浜港の総合的な計画の作成に関する事務

・京浜港の一体的な経営に係る連絡調整に関する事務 等
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区 分 件 数 件 名

⑦東京都奥多摩ビジターセンターの指定管理者の指定について（環境局）
１） 公の施設 東京都奥多摩ビジターセンター 西多摩郡奥多摩町氷川１７１番地１

２） 指定管理者 財団法人東京都公園協会 新宿区歌舞伎町二丁目４４番１号

３） 指定の期間 平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日まで

⑧東京都立神代植物公園の指定管理者の指定について（建設局）
１） 公の施設 東京都立神代植物公園

調布市深大寺元町二丁目、五丁目、同市深大寺北町一丁目、二丁目、

同市深大寺南町四丁目、五丁目、同市深大寺東町一丁目

２） 指定管理者 財団法人東京都公園協会 新宿区歌舞伎町二丁目４４番１号

３） 指定の期間 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

⑨奥多摩町公共下水道使用料徴収事務の受託について（水道局）
水道事業の統合に伴い、奥多摩町の公共下水道使用料について、使用者の利便性向上及

び経費削減のため、水道料金と併せて東京都水道局で徴収する必要が生じることから、町

の公共下水道使用料徴収事務の一部について受託する。

○ 下水道使用料徴収事務の受託（町及び東京都で規約を締結する。）

・ 受託業務

使用料の調定、納入通知、収納、還付及び減免に係る事務

・ 委託事務の管理執行方法

町の下水道条例及び下水道条例施行規則の定めによる。

・ 経費の負担及び収入

町の負担とし、使用料の収入は町に帰属する。

・ 有効期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで。ただし、この間で、双方別段の意思

表示がない場合は、更に１年間継続するものとし、以後この例による。
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区 分 件 数 概 要

専決

件

１

①地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分した平成２１年度東

京都一般会計補正予算（第２号）の報告及び承認について
経済情勢の悪化に伴い、企業が中間納付した法人二税などの払い戻しが急増し、予算措

置を行う必要が生じた。議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第１７９条第１

項の規定に基づき、平成２１年１１月１３日専決処分したので、同条第３項の規定により、議

会に報告し、承認を求める。

○ 過誤納還付金 ９２３億円

○ 税連動経費 ▲４２０億円

区 分 今回補正 既定予算 計

一般会計 ５０４億円 ６兆７，３２９億円 ６兆７，８３３億円


